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になるような取組をお願いしたいなと思います。 

 私からは以上になります。ありがとうござい

ました。 

○浅野敏明委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これから細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 認第１号 令和６年度長井市歳入歳 

 出決算認定についての質疑 

 

 

○浅野敏明委員長 それでは、認第１号 令和６

年度長井市歳入歳出決算認定についての一般会

計の歳入から順次質疑を行います。 

 まず、認第１号の一般会計の歳入全部につい

て質疑を行います。事項別明細書の41ページか

ら84ページまでであります。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の一般会計の歳出について質

疑を行います。 

 まず、１款議会費、２款総務費について質疑

を行います。85ページから130ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、３款民生費、４款衛生費について質疑

を行います。130ページから180ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、５款労働費、６款農林水産業費につい

て質疑を行います。180ページから198ページま

でであります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、７款商工費、８款土木費について質疑

を行います。198ページから227ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、９款消防費から13款予備費までの質疑

を行います。227ページから271ページまでであ

ります。ご質疑ございませんか。 

 ９番、鈴木富美子委員。 

○９番 鈴木富美子委員 ページ数でいいますと、

228ページ、消防費、非常備消防費の中の山形

県消防学校入校負担金について、消防主幹にお

聞きいたします。 

 何名の方が入校されたのか、お聞きしたいと

思います。 

○浅野敏明委員長 井上純哉消防主幹。 

○井上純哉消防主幹 昨年度、消防学校のほうに

派遣された人数でございますが、初級幹部科の

ほうに３名、また、指揮幹部科のほうに３名、

同じく指揮幹部科分団指揮課程というものの課

程のほうに２名、計８名入校しております。 

○浅野敏明委員長 ９番、鈴木富美子委員。 

○９番 鈴木富美子委員 そうしますと、それぞ

れ階級にあると思うのですが、入校している日

数は何日ぐらいでしょうか。 

○浅野敏明委員長 井上純哉消防主幹。 

○井上純哉消防主幹 それぞれ詳細の日にちにつ

いてはそれぞれということになりますが、おお

むね１日から２日程度の日数ということになり

ます。 

○浅野敏明委員長 ほかにございませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の国民健康保険特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。273ページ

から288ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の山形鉄道運営助成事業特別

会計歳入歳出決算について質疑を行います。

289ページから291ページまでであります。ご質

疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の訪問看護事業特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。293ページ

から296ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の介護保険特別会計歳入歳出

決算について質疑を行います。297ページから

318ページまでであります。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算について質疑を行います。319ペー

ジから324ページまでであります。ご質疑ござ

いませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 次に、認第１号の宅地開発事業特別会計歳入

歳出決算について質疑を行います。325ページ

から326ページまでであります。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で認第１号の質疑を終結いたします。 

 

 

 認第２号 令和６年度長井市水道事 

 業会計決算認定についての質疑 

 

 

○浅野敏明委員長 次に、認第２号 令和６年度

長井市水道事業会計決算認定についての１件に

ついて質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 認第３号 令和６年度長井市下水道 

 事業会計決算認定についての質疑 

 

 

○浅野敏明委員長 次に、認第３号 令和６年度

長井市下水道事業会計決算認定についての１件

について質疑を行います。ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第４６号 令和６年度長井市水 

 道事業会計未処分利益剰余金の処分 

 についての質疑 



 

―１９５― 

 

 

○浅野敏明委員長 次に、議案第46号 令和６年

度長井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についての１件について質疑を行います。ご質

疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第４７号 令和６年度長井市下 

 水道事業会計未処分利益剰余金の処 

 分についての質疑 

 

 

○浅野敏明委員長 次に、議案第47号 令和６年

度長井市下水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についての１件について質疑を行います。ご

質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 令和６年度各会計決算認定について 

 の表決 

 

 

○浅野敏明委員長 これから討論、表決でありま

すが、ご意見のある方は本会議においてご発言

いただくこととし、この際、討論を省略し、直

ちに採決いたします。 

 まず、認第１号 令和６年度長井市歳入歳出

決算認定についての１件について採決いたしま

す。 

 認第１号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○浅野敏明委員長 起立多数であります。よって、

認第１号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、認第２号の１件について採決いたしま

す。 

 認第２号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明委員長 起立全員であります。よって、

認第２号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、認第３号 令和６年度長井市下水道事

業会計決算認定についての１件について採決い

たします。 

 認第３号について、認定することに賛成の委

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明委員長 起立全員であります。よって、

認第３号は、認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、議案第46号 令和６年度長井市水道事

業会計未処分利益剰余金の処分についての１件

について採決いたします。 

 議案第46号について、原案のとおり決するに

賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明委員長 起立全員であります。よって、

議案第46号は、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第47号 令和６年度長井市下水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についての１

件について採決いたします。 

 議案第47号について、原案のとおり決するに

賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明委員長 起立全員であります。よって、

議案第47号は、原案のとおり可決すべきものと
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決定いたしました。 

 以上で決算特別委員会に付託になりました案

件の審査は全部終了いたしました。 

 最後にお諮りいたします。本委員会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字

その他整理を要するものについては、会議規則

第102条の規定により、その整理を委員長に一

任願いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明委員長 異議なしと認めます。よって、

整理を要するものについては、その整理を委員

長に一任することに決定いたしました。 

 また、来る29日の本会議における本委員会審

査報告の文案につきましても、私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 

 

   閉     会 

 

 

○浅野敏明委員長 決算特別委員会はこれをもっ

て閉会いたします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

    午後 ２時０６分 閉会 
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